
in
fo

rm
a
tio

n
インフォ
メーション

募

集

ご
案
内

黒
目
川
が
変
わ
る
…

川
の
ま
る
ご
と
再
生

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

始
動
！

臨
時
給
食
調
理
員

募
集
人
数
／
１
人

年
齢
／
２０
歳
か
ら

雇
用
期
間
／
４
月
１０
日
㈬
〜
９
月

３０
日
㈪

継
続
あ
り
（
期
間
中

学
校
給
食
実
施
日
お
よ
び
研
修

日
等
に
勤
務
）

勤
務
時
間
／
午
後
１
時
３０
分
〜
４
時

勤
務
内
容
／
食
器
洗
浄
作
業

勤
務
場
所
／
栄
町
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

賃
金
等
／
時
給
１
０
２
０
円
（
平

成
２４
年
度
実
績
）

応
募
方
法
／
３
月
１
日
㈮
ま
で
に

学
校
給
食
課
に
履
歴
書
（
市
販

の
も
の
）
を
持
参

※
面
接
に
よ
り
採
用
を
決
定

応
募
先
・
問
／
学
校
給
食
課
（
溝

沼
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
）

�
４
５
１
―
０
３
７
０

朝
光
苑
職
員

職
種
／
①
介
護
職
員
、
②
調
理
員
、

③
看
護
師
、④
介
護
支
援
専
門
員

募
集
人
員
／
若
干
名

給
料
／
①
時
給
８８０
円
〜
９００
円
、
②

時
給
８３０
円
〜
８８０
円
、
③
時
給
１

６
０
０
円
〜
１
８
０
０
円

④

時
給
１
５
０
０
円

賞
与
／
年
2.5
月
分

勤
務
場
所
／
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

福
利
厚
生
／
各
種
保
険
加
入
、
職

員
健
康
診
断
、
交
通
費
支
給
、

有
給
休
暇
等
、
条
件
に
よ
り
退

職
金
制
度
あ
り

選
考
方
法
／
面
接

受
付
・
問
／
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
朝
光
苑

�
４
６
５
―
３
２

５
５

臨
時
職
員
（
食
堂
厨
房
清

掃
・
食
器
洗
い
）

雇
用
期
間
／
４
月
９
日
㈫
〜
平
成

２６
年
２
月
２８
日
㈮

募
集
人
数
／
１
人

勤
務
日
等
／
水
曜
、
祝
日
を
除
く

平
日
（
給
食
の
あ
る
日
の
み
）

長
期
休
業
中
は
な
し
・
採
用
は

学
期
ご
と

勤
務
時
間
／
午
後
３
時
〜
６
時
５５

分
（
学
校
行
事
等
で
変
更
す
る

場
合
あ
り
）

賃
金
等
／
日
給
３
４
４
６
円
、
交

通
費
一
部
支
給

受
付
期
間
／
随
時
（
午
後
１
時
〜

９
時
）

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

応
募
方
法
／
ま
ず
電
話
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。
書
類
選
考
と
面

接
で
採
用
を
決
定

問
／
埼
玉
県
立
朝
霞
高
等
学
校

�
４
６
５
ー
１
０
１
０

市
の
身
体
障
害
者
支
援
事
業

紙
お
む
つ
支
給
サ
ー
ビ
ス

利
用
で
き
る
方
／
常
時
紙
お
む
つ

を
利
用
し
て
い
る
市
内
在
住
の

方
で
、身
体
障
害
者
手
帳
１
、２

級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
を

所
持
し
て
い
る
方
。
（
入
院
中

の
方
、施
設
に
入
所
中
の
方
、３

歳
未
満
の
方
、
長
寿
は
つ
ら
つ

課
の
制
度
で
紙
お
む
つ
の
支
給

を
受
け
て
い
る
方
を
除
き
ま
す
）

内
容
／
朝
霞
市
指
定
品
目
を
選
択

利
用
方
法
／
福
祉
課
へ
申
請

訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス

利
用
で
き
る
方
／
市
内
在
住
の
重

度
心
身
障
害
者
ま
た
は
こ
れ
に

準
ず
る
方
で
、
医
師
が
入
浴
可

能
と
認
め
た
方

利
用
方
法
／
家
庭
に
浴
槽
等
を
搬

入
し
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

回
数
／
お
お
む
ね
月
３
回
（
夏
季

は
月
４
回
）

利
用
者
負
担
／
１
回
１
２
８
０
円

障
害
者
等
日
中
一
時
支
援
事
業

目
的
／
一
時
的
に
見
守
り
等
が
必

要
な
障
害
の
あ
る
方
に
日
中
活

動
の
場
を
提
供
、
ま
た
、
日
常

的
に
介
護
し
て
い
る
家
族
の
支

援
場
所
／
「
す
わ
緑
風
園
」
な
ど

対
象
者
／
市
内
に
住
所
を
有
す
る

障
害
の
あ
る
方
等
で
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
障
害
者
手
帳
（
身
体
・
療
育
・

精
神
）
を
所
持
し
て
い
る
方

②
医
師
に
よ
り
発
達
に
障
害
が
あ

る
と
診
断
さ
れ
た
方

利
用
者
負
担
／
原
則
か
か
っ
た
費

用
の
１
割
負
担
（
市
民
税
非
課

税
世
帯
は
無
料
）

利
用
上
限
／
月
１０
日
以
内

利
用
方
法
／
利
用
を
希
望
さ
れ
る

方
は
福
祉
課
に
申
請
し
、
利
用

決
定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

自
立
支
援
医
療
（
更
生
医
療
）

身
体
障
害
者
手
帳
を
持
つ
１８
歳

以
上
の
人
で
、
手
術
等
に
よ
り
障

害
程
度
を
軽
く
し
た
り
取
り
除
い

た
り
、
障
害
の
進
行
を
防
ぐ
こ
と

が
可
能
な
場
合
、
医
療
の
給
付
を

行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
更
生
医
療

の
指
定
医
療
機
関
に
限
ら
れ
ま
す
。

対
象
者
／
肢
体
不
自
由
、
視
覚
、

聴
覚
、
平
衡
機
能
、
音
声
・
言

語
・
そ
し
ゃ
く
機
能
お
よ
び
ヒ

ト
免
疫
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫

機
能
に
障
害
が
あ
り
確
実
な
治

療
効
果
が
期
待
で
き
る
方
。
心

臓
、
腎
臓
、
肝
臓
、
小
腸
機
能

障
害
の
た
め
、
手
術
等
を
必
要

と
す
る
方
。

費
用
／
本
人
お
よ
び
世
帯
の
課
税

状
況
に
よ
り
自
己
負
担
（
原
則

１０
％
負
担
）
が
あ
り
ま
す
。

条
件
／
医
療
の
給
付
に
つ
い
て
は
、

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
判
定
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
・
問
／
福
祉
課

内
２
６
５
２

〜
３

�
４
６
３
ー
１
５
９
８

�
４
６
３
―
１
０
２
５

申…申し込み 問…問い合わせ 内…内線

夕焼け放送の
時間が変わります
３月１日㈮から５
月３１日㈮まで、午後
５時の放送になりま
す。
問／教育指導課
内２４３２～５
�４６３―２８８４

朝霞市役所（代表） TEL ０４８―４６３―１１１１ �０４８―４６７―０７７０
※直通電話番号（ダイヤルイン）で電話をかけると、直接各担当係につながります。
●受付時間／午前８時３０分～午後５時１５分 ●休日／土・日曜日、祝日
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最低生活費

収入 保護費

事前の相談・保護の申請

保護の要否判定

開始決定 申請の却下

○預貯金、保険、不動産などの資産
○扶養義務者による扶養の可否
○就労収入や年金などの社会保障給付

調　

査

朝
霞
市
障
害
者
虐
待
防
止
セ

ン
タ
ー
を
開
所
し
ま
し
た

市
で
は
平
成
２４
年
１０
月
１
日
に

福
祉
課
内
に
障
害
者
虐
待
防
止
セ

ン
タ
ー
を
開
所
し
ま
し
た
。

障
害
者
へ
の
虐
待
に
つ
い
て
相

談
、
通
報
ま
た
は
届
け
出
を
受
け

た
と
き
は
関
係
機
関
と
の
連
携
に

よ
り
円
滑
な
解
決
に
努
め
ま
す
。

「
障
害
者
虐
待
」
と
は

障
害
者
を
現
に
養
護
し
て
い
る

者
、
障
害
者
福
祉
施
設
ま
た
は
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
に
従
事

す
る
者
、
雇
用
者
（
障
害
者
を
雇

用
す
る
事
業
主
等
）
が
障
害
者
に

対
し
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
行
為
で
す
。

①
身
体
的
虐
待

障
害
者
の
身
体

に
外
傷
が
生
じ
る
よ
う
な
暴
行

を
加
え
る
こ
と
、
ま
た
は
正
当

な
理
由
な
く
障
害
者
の
身
体
を

拘
束
す
る
こ
と
な
ど

②
性
的
虐
待

障
害
者
に
わ
い
せ

つ
な
行
為
を
す
る
こ
と
、
ま
た

は
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
さ
せ
る

こ
と
な
ど

③
心
理
的
虐
待

障
害
者
に
対
す

る
暴
言
や
拒
絶
的
な
対
応
な
ど

の
心
理
的
外
傷
を
与
え
る
こ
と

④
放
棄
・
放
任

障
害
者
を
衰
弱

さ
せ
る
よ
う
な
減
食
、
長
時
間

の
放
置
を
す
る
こ
と
な
ど

⑤
経
済
的
虐
待

障
害
者
の
財
産

を
不
当
に
処
分
す
る
こ
と
、
ま

た
は
障
害
者
か
ら
不
当
に
財
産

上
の
利
益
を
得
る
こ
と

こ
の
よ
う
な
虐
待
が
行
わ
れ
て

い
る
の
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た

方
は
当
セ
ン
タ
ー
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
障
害
者
の
安
全
を
確
認
し
、

虐
待
の
事
実
確
認
や
障
害
者
の
保

護
、
養
護
者
へ
の
支
援
な
ど
必
要

な
対
応
を
し
ま
す
。

ま
た
、
虐
待
を
未
然
に
防
ぐ
た

め
に
養
護
者
の
負
担
軽
減
の
た
め

の
助
言
・
支
援
な
ど
も
行
い
ま
す

の
で
、
介
助
の
負
担
が
重
い
と
感

じ
て
い
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
在
宅
の
１８
歳
未
満
の
障

害
児
へ
の
虐
待
に
つ
き
ま
し
て
は
、

朝
霞
市
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
所

沢
児
童
相
談
所
に
も
相
談
・
通
報

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
／
福
祉
課

内
２
６
５
８

�

４
６
３
―
１
５
９
９

平
日
夜
間
お
よ
び
休
日
の
問
／
�

４
６
３
―
１
１
１
１
（
代
表
）

市
役
所
警
備
員
室
で
電
話
を
受

け
付
け
し
、
折
り
返
し
担
当
者

か
ら
電
話
を
い
た
し
ま
す
。

生活保護とは／病気や怪我などにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困っている方
に対して、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分の暮らしを支えられるよう支援すること
を目的とした制度です。
生活保護の要件／生活保護を受けるには、次のよう
な要件があり、活用できるものがあるときは、活
用していただくことになります。

①資産の活用
預貯金・保険・土地・家屋・自動車など活用でき
る資産は、まず生活のために活用していただくこと
になります。
②能力の活用
世帯員のうち働く能力がある方には、その能力を
活用していただきます。
③扶養義務者の援助
扶養義務者（親・子ども・兄弟姉妹など）からの
援助が受けられるときは、それを優先します。
④ほかの制度の活用
生活保護制度以外の制度（社会保険・雇用保険・
各種年金・恩給・手当等）で活用できるものは、そ
れを活用していただきます。
生活保護費の決め方／世帯（暮らしを共
にしている家族）を単位として、その
世帯の最低生活費の額と、世帯全員の
収入額を比較し、不足する場合にその
不足する額を保護費として支給します。
収入には、働いて得た収入だけでな
く、仕送りや手当・年金など、世帯全
員のすべての収入が含まれます。
生活にお困りの方は、早めに福祉課にご相談ください。 問／福祉課 内２６５５～６ �４６３―１５７６

ご存じですか？生活保護制度

生活保護決定までの流れ

最低生活費／世帯の人数、年齢、
健康状態などをもとに、国で定
めた基準により計算された１か
月分の生活費
収入／働いて得た収入だけでなく、
仕送りや手当・年金など、世帯
全員のすべての収入の合計

※調査結果をもとに定められた基準により保護が必要
かどうかを判断し、申請日から１４日以内（遅くとも３０日
以内）に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。

生活保護費の決め方
最低生活費と収入を比べ不足
した部分が保護費になります。

犬
や
猫
の
ふ
ん
で

み
ん
な
が
迷
惑
し
て
い
ま
す

飼
い
主
が
責
任
を
も
っ
て

処
分
し
ま
し
ょ
う
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���������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ��������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●催し・講座 

は
あ
と
ぴ
あ
障
害
者
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー

支
援
内
容
／
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
援
助
、
福
祉
事
務
所
・
児
童

相
談
所
・
教
育
機
関
等
と
の
連

絡
調
整
な
ど
各
種
相
談
全
般

利
用
で
き
る
方
／
市
内
在
住
の
身

体
・
知
的
・
精
神
な
ど
の
障
害

の
あ
る
方
お
よ
び
そ
の
ご
家
族

相
談
方
法
／
電
話
、
面
接
、
家
庭

訪
問
な
ど

受
付
日
時
／
月
〜
金
曜
日

午
前

８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分

休
所
日
／
土
・
日
曜
日
、
祝
日
・

年
末
年
始

会
場
・
問
／
は
あ
と
ぴ
あ
（
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー
）

�
４
８
６

―
２
４
０
０

�
４
８
６
―
２

４
１
８

朝
霞
市
中
小
企
業
融
資
制
度
お
よ
び
起
業

家
育
成
資
金
融
資
制
度
を
ご
利
用
の
方
へ

利
子
補
給
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か
？

市
で
は
、
朝
霞
市
中
小
企
業
融

資
制
度
お
よ
び
起
業
家
育
成
資
金

融
資
制
度
を
利
用
さ
れ
て
い
る
事

業
者
の
方
へ
利
子
補
給
を
し
て
い

ま
す
。
利
子
補
給
の
対
象
と
な
る

方
に
は
、
１
月
上
旬
に
申
請
書
類

を
送
付
し
ま
し
た
。
申
請
書
の
提

出
が
遅
れ
た
場
合
は
利
子
補
給
の

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
ま
だ

提
出
さ
れ
て
い
な
い
方
は
至
急
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
者
／
市
融
資
制
度
の
利
用
者

で
平
成
２４
年
中
に
利
子
を
支
払
っ

た
方

※
代
位
弁
済
を
受
け
た
方
は
利
子

補
給
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
市
外
へ
転
出
し
た
方
は
、
転

出
し
た
月
ま
で
の
支
払
利
子
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

補
助
率
／
支
払
い
利
子
の
７５
㌫

（
起
業
家
育
成
資
金
融
資
制
度

は
１００
㌫
）

対
象
利
子
／
平
成
２４
年
中
に
支
払

っ
た
約
定
利
子

※
返
済
が
遅
滞
し
た
月
の
支
払
利

子
は
、
約
定
利
子
、
遅
延
利
子
と

も
に
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

申
請
方
法
／
２
月
２８
日
㈭
ま
で
に

借
り
入
れ
先
の
金
融
機
関
で
支

払
利
子
額
の
証
明
を
受
け
た
申

請
書
を
産
業
振
興
課
ま
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
対
象
と
な
る
方
で
申
請
書
類
が

ま
た
届
い
て
い
な
い
方
は
、
産
業

振
興
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
／
産
業
振
興
課

内
２
２
４
３

�
４
６
３
ー
１
９
０
３

有
期
労
働
契
約
の
新
し
い

ル
ー
ル
が
で
き
ま
し
た

〜
労
働
契
約
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
〜

「
労
働
契
約
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
」
が
平
成
２４
年
８
月
１０

日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の

改
正
で
は
、
有
期
労
働
契
約
に
つ

い
て
、
３
つ
の
ル
ー
ル
を
規
定
し

て
い
ま
す
。
有
期
労
働
契
約
と
は
、

１
年
契
約
、
６
か
月
契
約
な
ど
期

間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
の
事

を
い
い
ま
す
。
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ

イ
ト
、
派
遣
社
員
、
契
約
社
員
、

嘱
託
な
ど
職
場
で
の
呼
称
に
か
か

わ
ら
ず
、
有
期
労
働
契
約
で
働
く

人
で
あ
れ
ば
、
新
し
い
ル
ー
ル
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
厚

生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http

:
//w
w
w
.m
hlw
.go.jp/seisaku

nitsuite/bunya/koyou_rou
dou/roudoukijun/keiyaku/
kaisei/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
／
さ
い
た
ま
労
働
基
準
監
督
署

�
０
４
８
―
６
０
０

―
４
８
０
３

黒
目
川
ま
る
ご
と
再
生
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト

朝
霞
市
部
会
開
催
の
お
知
ら
せ

第
８
回
朝
霞
市
部
会
を
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
す
。
黒
目
川
ま
る

ご
と
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
平
成

２４
年
度
か
ら
４
年
間
で
ま
ち
づ
く

り
と
一
体
と
な
っ
て
、
黒
目
川
を

再
生
す
る
埼
玉
県
の
事
業
で
す
。

自
治
会
や
地
域
活
動
団
体
の
皆
さ

ん
な
ど
で
構
成
す
る
市
部
会
で
計

画
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

一
般
の
方
の
傍
聴
も
可
能
で
す

の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

日
時
／
２
月
２３
日
㈯

午
前
９
時

３０
分
〜
正
午

会
場
／
エ
コ
ネ
ッ
ト
あ
さ
か
（
リ

サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
）

問
／
道
路
交
通
課

内
２
５
４
２

�
４
６
３
―
０
９
１
２

日時／３月７日㈭ 午後１時３０分～３時３０分
会場／中央公民館・コミュニティセンター
内容／姿勢・動作を“意識して整えること”を習慣化し、
美しい体型を手に入れ、体の中からもきれいになりま
しょう。前回の教室でも「姿勢の大切さがよくわかっ
た」「早速取り入れてみたい」と好評の内容です。

さい とう のり こ

講師／健康運動指導士 斉藤 紀子さん
定員／４５人（先着順）
持ち物／体操のできる服装・運動靴・汗ふきタオル・水
分など

申込方法／２月２１日㈭から電話で健康づくり課へ
企画・協力／生き活きネットワークあさか

きらり健康づくり

申…申し込み 問…問い合わせ 内…内線

へるす☆アップ教室（生活習慣病予防の体験教室）
お腹スリムできれい度アップ！～姿勢から始める運動習慣～ 申・問／健康づくり課 �４６５―８６１１

ひったくりに
注意してください
自転車の前カゴからバッグ
等がひったくられる被害が目
立っています。
「自分は大丈夫」、「ちょ
っとの距離だから」などとい
った油断は禁物です。
ひったくり被害を

防止するための対策
○自転車のカゴは必ず防犯カ
バー等で覆う。
○カバンは車道と反対側にし
っかりと身につける。
○後ろから近づいて来るバイ
クや自転車に注意する。
問／危機管理課 内２３７３
�４６３―１７８８

サイ カ

彩夏ウボーイの防犯推進室

費用の記載がないもの
は原則として無料です

朝霞市役所（代表） TEL ０４８―４６３―１１１１ �０４８―４６７―０７７０
※直通電話番号（ダイヤルイン）で電話をかけると、直接各担当係につながります。
●受付時間／午前８時３０分～午後５時１５分 ●休日／土・日曜日、祝日

広報あさか ２０１３．２．１５15
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３月の入会説明会
日時／３月９日㈯ 午前１０時～
会場／西朝霞公民館 定員／２０人（要予約）
内容／ファミリーサポートセンターは、子育ての援助
をしてくださる方（サポート会員）と援助をお願い
する方（ファミリー会員）との相互援助活動を行う
会員組織です。入会には、説明会への参加が必要で
す。また、サポート会員希望の方は、養成講習会へ
の参加も必要です。

援助活動の例／保育施設等への送迎、保育施設開始前
および終了後の預かりなど

その他／万が一に備えて、補償保険に加入しています
（費用は市が負担）。

※個別説明も実施。詳しくはお問い合わせください。
申込方法／２月２０日㈬から電話でファミリー・サポー
ト・センターへ

※駐車場には限りがありますので、可能な限り公共交
通機関をご利用ください。

日時／３月７日㈭、１９日㈫ 午前９時３０分～１１時（雨
天決行）

会場／各公設保育園（北朝霞保育園分園は除く）
※民設民営の保育園はこの園庭開放の対象となってい
ませんのでご注意ください。
内容／未就園児のお子さんもお近くの保育園で遊んで
いただけるよう、公設保育園（北朝霞保育園分園は除
く）の園庭を開放しています（晴れの日は正午まで）。

※７日㈭は「いっしょにあそぼう保育園で」とし園内
で製作やリズム遊びなども実施
※栄町、北朝霞保育園では、７日㈭に家庭児童相談員に
よるお子さんの性格やことばの遅れなどの相談を実施
申込方法／事前予約不要。当日直接会場へ

日時／毎月第１火曜日 午前１０時～午後２時
（祝日、雨天時は翌週）

会場／志木市東町ふれあい広場（ダイエー志木店前）
内容／バザーを行いますので、ぜひご参加ください。
不要な衣服、アクセサリー、バッグ、陶器等のご提
供をお待ちしています。提供してくださる方は、お
気軽にご連絡ください（ただし、電化製品、家具、
布団、おもちゃ類はご遠慮ください）。

日時／２月２８日㈭ 午前１１時～午後１時
会場／溝沼市民センター
内容／結婚（パートナー）とは、人間関係の最大の修
行⁉ひとつ屋根の下で生活する中で、お互いのこと
が理解できない！衝突する！あきらめる…の悪循環
から抜け出したいあなたへ。

講師／『解決！ナイナイアンサー』でおなじみの心屋
や けい こ

仁之助氏認定講師 いかり屋 圭子さん
定員／２０人（先着順） 費用／５００円（資料代等）
申込方法／電話で問い合わせ 主催／スノードロップ日時／３月８日㈮ 午前１０時～正午、午後１時～４時

（受付は午後３時まで）
会場／産業文化センター
内容／民法（現在裁判中または調停中のもの、税金・
破産・労働、雇用関係のもの、弁護士等に依頼して
いるものは除く）の相談に応じます。社会貢献活動
の一環として学生が応対し、法学部教員が回答しま
す。個人情報と秘密は厳守します。

申込方法／事前予約不要。当日直接会場へ（先着順）
主催／東洋大学無料法律相談部

日時／３月５日㈫ 午前１０時～午後５時（受付時間は
午後４時３０分まで）

会場／西武池袋本店７階（南）
内容／総務省関東管区行政評価局では、情報通信・登
記・相続・税金等についての相談を行います。

＜スペシャルレッスン ～ワンコイン体験～＞
日時／３月３日㈰
午前７時～９時

会場／市役所正面駐車場
内容／服飾・雑貨、新鮮野
菜・果物、お茶などお手
ごろな価格で提供してい
ます。

※内容は変更になる場合が
あります。
主催／朝霞市朝市出店者協
議会

対象／１８歳以上の方 定員／３５人 料金／５００円
申込方法／２月１５日㈮から１階総合受付で受け付けます（定員になりしだい終了）。
主催/Fun Space 株式会社（指定管理者） http : //www.wakuwakudome.jp

内 容
音楽に合わせた動きを楽しんで踊るだ
けで、気軽にシェイプアップ出来るプ
ログラム

水中で行うエアロビクス（有酸素運
動）であり、インストラクターの指導
のもと、音楽に合わせて楽しく行える
水中運動 ※水着・水泳帽を持参

日時

２月２３日㈯
午後３時～４時

３月６日㈬、２０（水・祝）
午後８時１５分～９時

イベント名

ビリー・ブランクスJr．開発プログラム
ダンスウイズミー

アクアビクス
※温水プールで開催

朝市
問／産業振興課 内２２４３

�４６３―１９０３

ファミリー・サポート・センター入会説明会
申・問／ファミリー・サポート・センター �４８５―２５０３

市民企画講座
夫婦コミュニケーション力UPのため
のオープンカウンセリング

さ とう

申・問／佐藤 �０９０―６００３―４５８８

特設行政相談
問／東京総合行政相談所（行政・法律・くらしの相談
コーナー内） �０３―３９８７―０２２９

わくわくどーむからのご案内
会場・問／わくわくどーむ（健康増進センター）�４７２―６０００

園庭開放（いっしょにあそぼう保育園で）
問／子育て支援課 内２６４６ �４６３―２８３７

朝霞市地域活動支援センターれすとバザー
問／朝霞市地域活動支援センターれすと

�４６２―２３１０（木・日曜日、祝日除く午後１時～６時）

東洋大学法律相談部による無料法律相談
問／東洋大学無料法律相談部 �０３―３９４５―７５９２

費用の記載がないもの
は原則として無料です
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こくさい か まど

国際化の窓 38

わたし え い ご はな えい ご ふ ら ん す ご はな

私たちはつい、「英語」で話しかけられたら「英語」で、「フランス語」で話しかけら
ふ ら ん す ご かんが ふ ら ん す ご で き ひと

れたら「フランス語」で、と考えてしまいます。フランス語が出来る人がそばにいればす
つうやく つうやく ひと ば あい わたし

ぐに通訳できます。しかし、通訳できる人がいない場合、私たちはどうしたらいいのでし
ょうか。

はんしんあわ じ だいしんさい はんせい ふ つう に ほん ご かんたん に ほん す

そこで阪神淡路大震災の反省をもとに、普通の日本語よりも簡単で、日本に住んでいる
がいこくじん に ほん ご かんが

外国人にもわかりやすい「やさしい日本語」が考えられました。
たと かわ ぞうすい に ほん ご なお かわ みず ふ

例えば、「川が増水しました。」を、やさしい日本語に直すと「川の 水が 増えてい
たん ご つか がいこくじん とし よ こ

ます。」となります。やさしい単語だけ使っているので、外国人だけでなくお年寄りや子
い み つた に ほん ご に ほん ご わ ひと

どもにも意味が伝わりやすくなります。そして「やさしい日本語」は日本語が分かる人な
だれ

ら誰でもできます。
ぴ く と ぐ ら む じょうほう ちゅう い ひょう じ え も

また、「ピクトグラム」は情報や注意を表示する絵文
じ れい ひ じょうぐち くるま い す

字のことをいいます。例として「非常口」や「車椅子」
ま ー く

のマークがあります。
こと ば えら え つか じょうほう つた あい

言葉を選んだり、絵を使って情報を伝えることは、相
て おも き も こ み ゅ に け ー し ょ ん だいいっ ぽ

手を思いやる気持ち＝コミュニケーションの第一歩です。
さいがい とき い がい とき こ み ゅ に け ー し ょ ん ほうほう に ほん ご

災害の時や、またそれ以外の時でもコミュニケーションの方法として「やさしい日本語」
つか

をぜひ使ってみてください。
と あ ち いき し えん か ないせん ちょくつう

問い合わせ／地域づくり支援課 内線２２５３ ☎０４８―４６３―２６４５（直通） tiiki_sien@city.asaka.saitama.jp

●市市役所 ●産産業文化センター ●保保健センター ●児家庭児童相談室（保健センター２階） ●地各地域包括支援センター
●税関東信越税理士会朝霞支部事務局（幸町１―３―６石川ビル２階） ●宅宅建協会県南支部 ●そそれいゆぷらざ（中央公民館内女性センター）

会場
一覧

各 種 相 談 一 覧
電話番号（０４８）
�４６３―１７３８（直通）
�４６３―２６９７（直通）
�４６３―２６９７（直通）
�４６３―０３５６（直通）

�４６３―２６４８（直通）

�４６３―２６４８（直通）

�４６３―１１１１（代表）

�４６３―２８５１（直通）
�４６５―００２５

�４６３―２０２３（直通）

�４６３―１２６４（直通）
�４６３―２２３１（直通）

�４６３―１９０３（直通）

�４６３―１９０３（直通）

�４６３―１９０３（直通）

�４６３―１９０３（直通）

�４６３―１９０３（直通）

�４６３―２５１８（直通）

�４６８―１７１７

�４６１―４５０７
�４６３―１５９９（直通）

�４６３―１９２１

�４６５―８６１１
�４６５―８６１１

内線
２３６２
－

－

２２５４

２２５４

２２５６

２２３２
－

２２２３～６

２６２２～３
－

２２４４

２２４４

２２４４

２２４４

２２４４

２５１２～３

－

－

２６５８

２６３４

－
－

予約・問い合わせ先
人権庶務課
それいゆぷらざ（女性センター）

それいゆぷらざ（女性センター）

地域づくり支援課

地域づくり支援課

地域づくり支援課

課税課
関東信越税理士会朝霞支部事務局

納税課

保険年金課
家庭児童相談室

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

第２㈬●産�
�
�

�
�
�
産業振興課第４㈬●市

都市計画課
（予約は前月第３月曜日から先着順）

宅建協会県南支部

建築士事務所協会県南支部

福祉課

長寿はつらつ課

健康づくり課
健康づくり課（３／２２㈮まで）

会場
●市
●そ
●そ

●市
●市
●市
●市
●税
●市
●市
●児
●産

●産

●市

●産

●市

●宅

●市
●市
●地
●保
●保

時 間
午後１時～４時
午前１０時～午後３時
午前９時～午後５時
午前９時～午後５時

午前１０時～正午、
午後１時～３時
午後１時～４時
午前１０時～正午、
午後１時～４時
午前１０時～午後３時
午後１時３０分～４時

午前８時３０分～正午

午後１時～６時
午前９時３０分～午後４時

午前１０時～午後７時

午後１時３０分～４時３０分

午前９時～正午、
午後１時～４時

午後１時～４時

午前１０時～正午、
午後１時～４時
午後１時３０分～４時２０分
（１組５０分）

午後１時～４時

午後２時～４時

午後１時～５時１５分

午前８時３０分～午後５時

午前９時～午後４時
午後１時３０分～３時

毎週火～日曜日
毎週火・土曜日（専門の相談員）

日 程
毎月第１月曜日
毎週木曜日

毎週水・金曜日

毎月第２・４月曜日

毎週月～金曜日

毎月第３月曜日
毎週水曜日
毎月第１・３日曜日
（１月の第１を除く）
毎週木曜日
毎週月～金曜日
毎週月～金曜日
（休館日を除く）
毎月第１木曜日
（祝日の場合は翌週）

毎週火・金曜日

毎月第３土曜日

毎月第２・４水曜日

毎月第１水曜日
（１月は第２水曜日）
毎月第２木曜日
（祝日の場合は第３木曜日）
毎月第２水曜日
（１月は第３水曜日）
毎週火・金曜日

毎週月～金曜日

毎週月～金曜日
３／２７㈬

相 談 名
人 権 相 談
女 性 総 合 相 談

Ｄ Ｖ 相 談

法 律 相 談 ●予

行 政 相 談

消 費 生 活 相 談

税 務 相 談 ●予
税務相談（税理士会）●予

休 日 納 税 相 談

年 金 相 談 ●予
家 庭 児 童 相 談
起 業 家 育 成 相 談 ●予
（１週間前までに予約）

金 融 よ ろ ず 相 談 ●予

内 職 相 談

労 働 ・ 社 会 保 険
（年金を含む）相談

就 職 支 援 相 談 ●予

分 譲 マ ン シ ョ ン
管 理 相 談 ●予

不 動 産 無 料 相 談 ●予

住 宅 建 築 相 談 ●予

精 神 保 健 福 祉 相 談
地域包括支援センター
高齢者に関する総合相談
栄 養 相 談 ●予
こころの健康相談●予

申…申し込み 問…問い合わせ 内…内線

に ほん ご こ み ゅ に け ー し ょ ん

「やさしい日本語」でコミュニケーション こくさいこうりゅう に ほん ご がくしゅう

国際交流と日本語学習
にち じ まいしゅうきんよう び

日時／毎週金曜日
ご ぜん じ じ

午前１０時～１２時
ば しょ こ み ゅ に て ぃ せ ん た ー

場所／コミュニティセンター
と あ えーあいえすあさ か ち く い ん た

問い合わせ／ＡＩＳ朝霞地区インタ
ー な し ょ な る そ さ え て ぃ す ず き

ーナショナルソサエティ） 鈴木
☎０９０―６４８３―７０３４
http://ais1989.hp-ez.com

に ほん ご がくしゅう えーあいえす かつどう

※この日本語学習は、ＡＩＳが活動
いっかん おこな ねんかん

の一環として行っているもので年間
とお おこな にち じ

を通して行われていますが、日時・
ば しょ ないよう へんこう ば あい

場所・内容などが変更になる場合が
くわ じょう き

ありますので、詳しくは上記までお
と あ

問い合わせください。
み ぢか に ほん ご かた

身近に日本語のわからない方がい
じょうほう つた

ましたら、この情報をお伝えいただ
さいわ

ければ幸いです。

＊●予…予約が必要です。 ＊すべて祝日を除きます。 ※日程・会場は変更になる場合があります。


